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議案第３９号 

 

 

令和５年度丸森町工場団地造成事業 

特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） 

 

令和５年度丸森町の工場団地造成事業特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 

 

（繰越明許費） 

第１条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して 

使用することができる経費は、「第１表 繰越明許費」による。 

 

 

 

 令和６年３月１８日提出 

 

 

丸 森 町 長 保 科 郷 雄 
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第 １ 表        繰 越 明 許 費

                                      （単位：千円）

款 項 事    業    名 金   額

２．工場団地造成費 １．工場団地造成費 金山工場団地造成事業 ６５，５３９
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